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商業銀行の合併、事業譲渡にかか

る税務上の恩恵を定めた勅令の草

案が内閣で承認されました。 
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商業銀行の企業結合を促進するため、特定の税金を低

減する勅令の草案が2018年4月17日に内閣で承認さ

れました。さらに、不動産に係る抵当権の諸手数料、不

動産、車両および機械装置の所有権移転にかかる登

録手数料の軽減に関する詳細も今後関連省庁から公

表される予定です。 
 

勅令の重要ポイント： 
 

1.商業銀行の株主に対して 
 

商業銀行の合併や全部事業譲渡により生じたキャピタ

ルゲインへの課税は免除されます。 
 

2.商業銀行に対して 
 

-商業銀行の合併または全部事業譲渡により発生した

課税所得、収入および課税文書の作成に対する法人

所得税、特定事業税および印紙税が免除されます。 
 

-商業銀行の一部事業譲渡により発生した課税標準、

収入および課税文書の作成に対する付加価値税、特

定事業税および印紙税が免除されます。 
 

-商業銀行の合併、全部事業譲渡、一部事業譲渡によ

り生じた所定の資産への投資額は以下の追加所得控

除の対象となります。これは、合併日または事業譲渡日

から2022年12月31日までに支払われる投資が対象とな

ります。： 
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 合併または事業譲渡後の資産が4兆バーツ以上の商業銀行に対しては、100％の追加所得控除 
 

 合併または事業譲渡後の資産が3兆バーツ以上4兆バーツ未満の商業銀行に対しては、75％の追加所得控除 
 

 合併または事業譲渡後の資産が2兆バーツ以上3兆バーツ未満の商業銀行に対しては、50％の追加所得控除 
 

 合併または事業譲渡後の資産が1兆バーツ以上2兆バーツ未満の商業銀行に対しては、25％の追加所得控除 
 

 

PwC追記： 
 

以前にも、この施策の基づく税制上の優遇措置が付与されていましたが、今回は車両の所有権移転にかかる登録手数

料の軽減や特定の資産への投資額の追加所得控除が新たに含まれました。 
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